
令和　８年　３月１１日

（株）加藤組

広島県三次市十日市東１－８－１３

令和７年度江の川上流船所地区護岸整備外工事

広島県三次市西酒屋町地先外

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　９月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月１７日

１４０，４７０，０００円（税込み）

＋　３，３５５，０００円（税込み）

１４３，８２５，０００円（税込み）

１．現地の状況により、数量の増減を行う。
２．構造物撤去工【船所地区】を追加する。
３．擁壁工【高田原地区】を追加する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


